
申し込み・問い合わせ先／市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143

申請・問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

手びねりによる
趣味の焼物づくり

11月1日～22日
（水曜日・4回）
午前9時～正午

特殊詐欺対策装置の購入費を補助します

印場ふれ
あい会館

東部老人
いこいの家

城山老人
いこいの家

印場ふれ
あい会館

東部市民
センター

東部老人
いこいの家

西部陶芸
教室

東部三陶会

城山陶芸
教室

西部布ぞうり
作りクラブ

東部編物
クラブ

東部木研
細工クラブ

エプロン、
タオル

はさみ

7・8号
棒針4本

鉛筆、定規
(30cm)

各2,000円

1,000円

1,500円
程度（実費）

無料

先着
各5人

先着
7人

先着
5人

趣味の陶器づくり
11月3日～24日
（金曜日・4回）
午前9時～正午

講座名 とき ところ 費用 持ち物 講師定員

お好みの
陶器づくり

11月7日(火)、10日（金）、
12月11日（月）、25日（月）
午前9時30分～正午

素足に気持ちいい
布ぞうりづくり

11月6日～27日
（月曜日・4回）
午前10時～正午

棒針編みの
暖かな小物づくり

11月7日～28日
（火曜日・4回）
午後1時～3時30分

木材等を使った
お好みの装飾品
づくり

11月9日～12月7日
（木曜日・全4回）
午前10時～正午

対 象 者
申し込み方法

市内在住の60歳以上のかた
10月2日（月）～13日（金）に電話か直接

　高齢者を狙った特殊詐欺被害が多発しています。被害の未然防止を図るため、
特殊詐欺対策装置の購入費用の一部を補助します。

高齢者趣味の講座趣味の講座
ものづくりを通して生きがいと仲間づくり

対 象 者 市内在住の、令和5年度末時点で65歳以上のかた

申請期間 10月2日（月）～令和6年3月31日（日）

そ の 他 ●申請には、購入費用が分かる書類が必要●申請方法など詳細は、ホーム
ページ（右記二次元コード）をご覧ください

対象装置

次の機器のいずれか
●自動通話録音装置（固定電話に取り付け、通話内容を録音する機器）
●着信拒否装置（固定電話に取り付け、着信を拒否または通知する機器）
●固定電話機（通話録音装置の機能または着信拒否装置の機能を内蔵する機器）

補助金額 購入費の2分の１（1世帯につき1回限り。上限5,000円）

令和5年10月1日号4


